
 

久留米市公園におけるキッチンカー出店 公園情報 

公園名 中央公園 

公園所在地 久留米市東櫛原町 1657-1.合川町 1859 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所 

所在地 〒839-0862 久留米市野中町 621-18 

電話番号 0942-22-6177 FAX 番号 0942-22-6178 

E-mail koudou@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9104kouen/3010oshirase/2023-

1204-0947-98.html 

公園申請方法 持参（平日 9 時～17 時） 、郵送 、メール 

申請時に必要な 

書類 

（１）公園使用・占用許可申請書  （２）出店登録承諾書（様式２）の写し 

（３）その他、公園管理者が必要とする書類 

公園申請申込受付日 
出店日の前月の 1 日から利用開始前まで 

＊出店日が休日の場合、その前の開庁日まで 

出店可能日 

令和７年４月１日（火） から  

【出店不可日 つつじマーチ開催日及び準備片付け期間】 

＊その他、イベント開催時等出店不可日あり（要確認） 

出店可能時間 ９ 時～ ２０ 時  、相談可 

出店可能エリア 

公園区域及び出店エリアがわかるもの 

出店する際の進入路を決める場合は記入 

 

募集要領以外の 

許可条件 
メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

 



 

久留米市公園におけるキッチンカー出店 公園情報 

公園名 津福公園 

公園所在地 久留米市津福本町字坊主塚 586 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所 

所在地 〒839-0862 久留米市野中町 621-18 

電話番号 0942-22-6177 FAX 番号 0942-22-6178 

E-mail koudou@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9104kouen/3010oshirase/2023-

1204-0947-98.html 

公園申請方法 持参（平日 9 時～17 時） 、郵送 、メール 

申請時に必要な 

書類 

（１）公園使用・占用許可申請書  （２）出店登録承諾書（様式２）の写し 

（３）その他、公園管理者が必要とする書類 

公園申請申込受付日 
出店日の前月の 1 日から利用開始前まで 

＊出店日が休日の場合、その前の開庁日まで 

出店可能日 
令和 7 年 4 月 1 日（火） から 

＊イベント開催時等出店不可日あり（要確認） 

出店可能時間 ９ 時 ～ ２０ 時  、相談可 

出店可能エリア 

公園区域及び出店エリアがわかるもの 

出店する際の進入路を決める場合は記入 

 

募集要領以外の 

許可条件 
メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

 



 

久留米市公園におけるキッチンカー出店 公園情報 

公園名 両替町公園 

公園所在地 久留米市城南町 15-3 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所 

所在地 〒839-0862 久留米市野中町 621-18 

電話番号 0942-22-6177 FAX 番号 0942-22-6178 

E-mail koudou@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9104kouen/3010oshirase/2023-

1204-0947-98.html l 

公園申請方法 持参（平日 9 時～17 時） 、郵送 、メール 

申請時に必要な 

書類 

（１）公園使用・占用許可申請書  （２）出店登録承諾書（様式２）の写し 

（３）その他、公園管理者が必要とする書類 

公園申請申込受付日 
出店日の前月の１日から利用開始前まで 

＊出店日が休日の場合、その前の開庁日まで 

出店可能日 
令和 7 年 4 月 1 日（火） から 

＊イベント開催時等出店不可日あり（要確認） 

出店可能時間 ９ 時～ ２０ 時  、相談可 

出店可能エリア 

 

募集要領以外の 

許可条件 
メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

 



 

久留米市公園におけるキッチンカー出店 公園情報 

公園名 浦山公園 

公園所在地 久留米市上津町字池田 1320-58 他 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所 

所在地 〒839-0862 久留米市野中町 621-18 

電話番号 0942-22-6177 FAX 番号 0942-22-6178 

E-mail koudou@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9104kouen/3010oshirase/2023-

1204-0947-98.html 

公園申請方法 持参（平日 9 時～17 時） 、郵送 、メール 

申請時に必要な 

書類 

（１）公園使用・占用許可申請書  （２）出店登録承諾書（様式２）の写し

（３）その他、公園管理者が必要とする書類  

公園申請申込受付日 
出店日の前月の 1 日から利用開始前まで 

＊出店日が休日の場合、その前の開庁日まで 

出店可能日 
令和 7 年 4 月 1 日（火） から 

＊イベント開催時等出店不可日あり(要確認) 

出店可能時間 ９ 時～ ２０ 時  、相談可 

出店可能エリア 

 

募集要領以外の 

許可条件 
メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

 



 

久留米市公園におけるキッチンカー出店  公園情報 

公園名 水沼の里 2000 年記念の森 

公園所在地 久留米市三潴町玉満 1978 番地 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 三潴総合支所 環境建設課 

所在地 〒830-0112 久留米市三潴町玉満 2779 番地 1 

電話番号 0942-64-2672 FAX 番号 0942-65-0957 

メールアドレス m-kanken@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9104kouen/3010oshirase/2023-

1204-0947-98.html 

公園申請方法 持参（平日 9 時～17 時） 、郵送 、メール 

申請時に必要な書類 
(１) 公園使用・占用許可申請書  (２) 出店登録承諾書（様式２）の写し 

（３）その他、公園管理者が必要とする書類 

公園申請申込受付日 出店日の前月の１日から３営業日前まで 

出店可能日 

令和 7 年 4 月 1 日（火） から 

【出店不可日：久留米市ふるさとみづま祭 

 みづまの森グルメフェス みづマルシェ期間】 

＊その他イベント開催時、準備・片付けの期間出店不可日あり（要確認） 

出店可能時間 9 時～18 時、相談可 

出店可能エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要領以外の 

許可条件 

メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

【閉庁日（土日祝日等）、時間外（17：15～8：30）の場合は、翌開庁日の時間内に】 

 



 

久留米市公園におけるキッチンカー出店 公園情報 

公園名 コスモスパーク北野 

公園所在地 久留米市北野町高良７２４－１ 

公園管理者 

お問合せ、申請先 

名称 久留米市 北野総合支所 環境建設課 

所在地 〒830-1192 久留米市北野町中 3245-3 

電話番号 0942-78-3696 FAX 番号 0942-78-6482 

メールアドレス k-kanken@city.kurume.lg.jp 

久留米市の HP 
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060dourokasen/3030kouen/2007-

1211-1343-436.html 

公園申請方法 持参（平日 8 時 30 分～17 時 15 分） 、 郵送 、メール 

申請時に必要な書類 
（１） 公園使用・占用許可申請書 （２）出店登録承諾書（様式２）の写し 

（３）その他、公園管理者が必要とする書類 

公園申請申込受付日 出店日の前月の１日から３営業日前まで 

出店可能日 

令和 7 年 4 月 1 日（火） から 

【出店不可日：北野ファーマーズマーケット・コスモスフェスティバル期間】 

＊その他、イベント開催時、準備・片付けの期間出店不可日あり（要確認） 

出店可能時間 9 時～17 時 

出店可能エリア 

 

募集要領以外の 

許可条件 

メール・郵送での申請は、必ず電話連絡をお願いします。 

【閉庁日（土日祝日等）、時間外（17:15～8:30）の場合は、翌開庁日の時間内に】 

 


